
の譲渡

食品の価額の占める割合が3分の2以上
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セット商品を構成する食品又は食品以外の資産について、顧客や事業者が選択可能な場合

は、あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものではないため、「一体資産」に該

当せず、「一括譲渡」（課税関係の異なる２以上の資産（①軽減税率の対象資産、②軽減税率

の対象とならない資産、③非課税対象資産のうち異なる２以上の資産）を同一の者に同時に

譲渡すること）に該当します。一括譲渡において、それぞれの資産の譲渡等の対価の額が合

理的に区分されていない場合には、それぞれの資産の価額に基づき合理的にあん分するなど

して、軽減税率対象の対価の額、軽減税率対象外の対価の額を算出することとなります。 

  ※ 「一括譲渡」については、P17 を参照してください。 

食品と食品以外の資産が選択可能な場合の一体資産該当性 

（原価による計算）

前ページ⑴②
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ハーブティーとティーカップの一体資産 

販売価格（税抜き）：2,000 円 

※ ハーブは販売者自身が栽培したものであり、ハーブティーは単品では販売していない。 

※ ティーカップは販売価格（税抜き）500 円のもの。 

 この場合は、前ページ①（売価による計算）に示した計算方法によって計算し、その結果、食 

品に係る部分の割合が３分の２以上であるものに該当します。 

イ ハーブティーの売価とする金額 

一 体 資 産 の 譲 渡 の 売 価 ティーカップの売価 ハーブティーの売価とする金額

     2,000 円  －  500 円  ＝  1,500 円 

 ロ 一体資産の譲渡等の売価のうち、食品の占める割合 

ハーブティーの売価とする金額  一 体 資 産 の 譲 渡 の 売 価 一体資産の譲渡の売価のうち、食品の占める割合

     1,500 円  ／  2,000 円   ＝  75.0％  ≧ ３分の２（66．666…％） 

 したがって、この商品の販売は、 

① 一体資産の譲渡の対価の額（税抜価額）が１万円以下（2,000 円） 

② 食品に係る部分の割合が３分の２以上（75.0％） 

であることから、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の対象となります。 

売価による場合の計算例 
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一括譲渡に該当し、

したがって、例えば、軽減税率の対象とならない課税資産の譲渡等の対価の額からのみ値
引きしたとしても、値引額又は値引き後の対価の額が領収書等の書類により確認できるとき
は、適用税率ごとに合理的に区分されているものに該当します。 

 
食品と、選べるおもちゃの一括譲渡は…？ 

  セット商品を構成する食品又は食品以外の資産について、顧客や事業者が選択可能であれば、
「一括譲渡」に該当します。したがって、それぞれの資産の譲渡の対価の額が合理的に区分さ
れていない場合には、それぞれの資産の価額に基づき合理的にあん分する必要があります（P15
参照）。 

このセット商品の食品以外の資産が非売品であれば、以下のような例の場合、セット商品の
売価から実際に販売されている商品の単品の価格を控除した後の残額を非売品の売価とし、お
もちゃの売価を０円とすることも合理的に区分されたものと考えられます。 

また、実態として、非売品なしでもセット商品の価格が変わらない場合には、非売品の対価
を求めていないと認められますので、非売品の売価を０円とすることも合理的に区分されたも
のと考えられます。 

おもちゃＡ

選べるおもちゃ 

おもちゃ B

顧客が任意に選択する商品があるため、
「あらかじめ」一体となっていない。 

OR
一括譲渡 

セット 500円 

（例）ファストフードのおもちゃ付きセット（持ち帰り） 

 
250円 

 
300円 

 
非売品 

単品の価格  

■ 対価の額を合理的に区分 

セットの売価    単品の価格 
500 円  －（250 円＋300 円） 

＝ 非売品（おもちゃ）の売価（０円） 
･･･合理的に区分したものと認められる 
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